
◆物品契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）令和７年度第２四半期分
整理
番号 案件名称 物品種目 契約の相手方 契約金額(円)

（税込） 契約日 根拠法令 随意契約理由
（随意契約理由番号）

1 フィーダ左右側壁用レンガ＃１ほか２０点（八
尾工場）買入 石類 三菱重工環境・化学エ

ンジニアリング（株） 4,730,000 令和7年7月1日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

2 耐火タイル１ほか１点（舞洲工場）買入 産業用機器 カナデビア（株） 30,322,600 令和7年7月1日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

3 起伏シリンダーほか３点（舞洲工場）買入 産業用機器 カナデビア（株） 11,967,120 令和7年7月3日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

4 加熱脱塩素化処理装置用部品１ほか１点
（平野工場）買入 産業用機器 カナデビア（株） 7,590,000 令和7年7月8日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

5 可動火格子ほか１５点（平野工場）買入 産業用機器 ＪＦＥエンジニアリング
（株） 60,076,500 令和7年7月15日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

6 電動機（舞洲工場）買入 産業用機器 カナデビア（株） 20,473,200 令和7年7月25日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

7 電動弁（八尾工場）買入 産業用機器 三菱重工環境・化学エ
ンジニアリング（株） 4,510,000 令和7年8月5日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

8 リンクチェーンほか９点（舞洲工場）買入 産業用機器 カナデビア（株） 49,716,040 令和7年8月5日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

9 クレーンバケット用部品１ほか１２点（舞洲工
場）買入 産業用機器 （株）福島製作所 2,244,880 令和7年8月19日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

10 ろ過式集じん器下集合コンベア（舞洲工場）買
入 産業用機器 カナデビア（株） 30,580,000 令和7年8月22日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

11 中間火格子ブロックほか１６点（舞洲工場）
買入 産業用機器 カナデビア（株） 47,667,290 令和7年9月4日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

https://www.osaka-env-paa.jp/nyusatsu/koji/document/tokuzui-riyu_180525.pdf
https://www.osaka-env-paa.jp/nyusatsu/koji/document/tokuzui-riyu_180525.pdf


12 ボイラー用肉盛溶接水管１ほか３７点（平野
工場）買入 産業用機器 ＪＦＥエンジニアリング

（株） 62,056,500 令和7年9月9日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30

13 ギヤモータ買入 産業用機器 （株）日立プラントメカ
ニクス 990,000 令和7年9月9日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

14 エレメントパイプ１ほか２点（平野工場）
買入

産業用機器
ＪＦＥエンジニアリン
グ（株） 4,114,000 令和7年9月17日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

15 灰クレーン走行用電動機ほか４点（東淀工
場）買入 産業用機器 （株）天満電機産業 2,239,600 令和7年9月24日 地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号 Ｇ30

16 押込送風機用部品＃１ほか２０点（八
尾工場）買入

産業用機器
三菱重工環境・化学
エンジニアリング
（株）

21,780,000 令和7年9月30日 地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号 Ｇ30
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